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第１章 要請の背景 
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１ 要請の背景 

ゴロンタロ州はスラウェシ島北部に位置し、2002 年 12 月に北スラウェシ州から分離・独立した新しい州

である。主要産業としては、農業が全労働人口の 64％を占めているが、一人あたりの地域総生産はインドネ

シア全国平均の 4 分の 1 程度にすぎない。現在、同州では州政府を始め地方行政体制を整備しつつある状況

にあり、治水事業を計画的かつ持続的に実施する組織と人材育成が急務となっている。 

 リンボト・ボランゴ・ボネ川はその流域（2700km2）のほとんどがゴロンタロ州に位置している。右流域で

は平地は 20％を占めるにすぎず、その狭い地域に州都であるゴロンタロ市を始め流域の主な市街地が集中し

ている。過去同流域では洪水・土砂災害が頻発し、地域発展の大きな障害となっている。 

 その主な原因としては、①平野部への資産の集中、②不十分な治水施設、③水源地の荒廃、④氾濫源にお

ける不適切な土地利用が直接の原因である。さらに、財政の逼迫、技術者の不足、治水活動を方向づける総

合的なマスタープランの欠如により、上記問題が助長されている。 

 このような状況のもと、インドネシア政府はリンボト・ボランゴ・ボネ川流域における持続的な治水、水

管理のマスタープランの策定、優先事業のフィージビリティー調査を目的とし、「リンボト・ボランゴ・ボネ

川緊急流域治水計画調査」を要請してきた。それを受け、日本政府は国際協力事業団を通じ開発調査を実施

した。その結果、各支流であるボランゴ川、ボネ川、およびトパドゥ川の治水事業、ダパドゥ水門の建設、

および組織体制の確立が優先事業とし位置づけられた。 

 しかしながら、同開発調査では、上記事業が優先事業として位置づけられているものの、実施にあたって

は以下の事項を確認する必要があると考えられたため、同開発調査結果のレビューを調査範囲に含めた、今

次予備調査を実施することとなった。 

① 現在インドネシアは地方分権化への過渡期であり、中央政府と地方政府の権限と責任関係が短期間で

変化しつつあるところ、右について事前に十分確認する必要がある 

② 河道変更や河川改修に伴い住民移転の問題が存在することから、移転住民の意向を確認する必要があ

る 

③ ゴロンタロ州が 2002 年 12 月に分離・独立した新しい州であり、州政府の行政体制整備が進展中であ

り、人材を含めた実施体制・維持管理体制の状況確認が必要である 

④ 先方の環境管理計画、環境のモニタリング等が適切に実施される必要がある 
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